
 
 
 
 
 

 

山々の緑が日増しに濃くなってまいりました。今の季節はすがすがしく，

学習や運動に取り組むには最適な季節です。子どもたちがそれぞれ進級時に

設けた「自分の目標」の達成に向け，いよいよ本格的に活動を進めていかな

ければなりません。学校でも一人一人の様子を見守り，適切な支援をしてい

きたいと思います。保護者の皆様もご家庭から子どもたちを励ましていただ

ければと思います。 

＜第１回 参観と懇談＞４月 23 日（水） 

 

 

 

 

 

 今年度 1 回目の参観と懇談に多数お越しいただき，ありがとうございまし

た。 

懇談では担任から，学校教育目標や学級目標など１年間の方針をお話させて

いただきました。特に今年度は“学校評価”で課題となっている「考え表現す

る子」を目指し，授業を充実・改善していきたいと思います。また授業を参観

していただいて，お気づきの点がありましたら担任や学校までお知らせくだ

さい。 

 

 ＜スクールカウンセラーについて＞ 

 

 

 

 

 

 

平成２０年５月１日  NO２   ５月号 

京都市立室町小学校 校長 倉中 増夫 

℡(075)431-0358 Fax(075)431-0359 

HP http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/muromachi-s/ 

昨年度までの「子どもと親の相談員」に代わり，今年度

より室町小学校にスクールカウンセラーが配置されまし

た。主に月曜日の午後 0：４０～４：４０に本校に来て，

子どもたちや保護者の相談に応じます。詳しくは４月

22・３０日の“スクールカウンセラーだより”をご覧下さ

い。 スクールカウンセラー 

加藤 征宏（かとうゆきひろ）



 

～交通安全教室より～ 4 月 2１日（月）１・２年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～安心・安全の取組～ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

～ALT の授業について～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 年生は道路の歩き方，渡り

方を教えていただきました。

左右だけでなく前後も確認

して渡ります。体育館につく

った道路で練習をしました。

2 年生は自転車の安全な乗り方を教えていただ

きました。そのためにはまず乗る前の点検が大切

です。ブレーキ，タイヤ，ライトなどしっかり確

認してから実際に乗ってみました。 
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よし，発信するぞ！！ 

見事に携帯に届き

ました。 

＜携帯へのメール配信＞ 

 PTA からの学校情報や緊急の連絡

など，携帯電話へのメール配信を検討

してまいりました。今年度，本格的に

実施してまいります。昨年度・今年度

の PTA 常任委員の皆様には先に登録

をしていただきました。５月２２日

（木）の PTA 総会の時にお知らせす

る予定です。

 平成２３年度から実施される新学習指導要領を受け

て，京都市では今年度より５・６年生が年間３５時間

の英語活動を行います。（昨年度は年間２０時間）ALT

（外国の講師）が学校に来て授業を行うのは年間２０

時間のため，１５時間は担任だけで行います。室町校

は，英文科の学生ボランティアがいるため，担任だけ

の授業の時は学生ボランティアが補助で入るようにい

たします。今年も ALT は昨年度に引き続き Christine 

SU（クリスティン・スー）です。 
ALT のふるさとカナダに 

ついて地図で確認しています。



 5 月１５日（木）＜雨天 5／2８＞は子どもたちの楽しみにしている遠足

です。行き先は下記の通りです。新学年・新学級の新たな仲間と共に自然に

触れ合い，時には力を合わせ，時には助け合う機会を通して，より確かな仲

間意識を育めればと思います。 

 尚，天気の怪しいときは，両方の用意を 

してください。中止になった時でも給食が 

ありませんので，弁当を持たせてください。 

 ＊４・6 年は，通常授業です。 

   給食もあります。 

 
 
 
 

のお知らせ２２日（木） ５校時（１：４０～） 

 今年度 2 回目の授業参観です。新学年にも慣れ，子どもた

ちも力を発揮することと思いますので，ぜひご来校いただ

き，子どもたちの頑張る様子を参観してください。尚，参観終了後，PTA 総会（２：

５０～多目的室Ⅰ）が行われます。年度始めの大切な総会です。多数のご参加をお願い

します。 

銀行引き落とし(自動振替)のお知らせ 

 今月より給食費・預かり金・積立金などの銀行引き落としが始まります。毎月 10 日

を引き落としの日としていますのでよろしくお願いいたします。尚，今月のみ４・５月

分が 1６日に引き落とされます。詳しくは後日案内させていただきますので，残高のご

確認をよろしくお願いします。 

 ＜5 月は憲法月間＞ 

           

 
 
 
 
 
 

詳しくは各学年

のお便りで！！ 

１・2 年・・・動物園 

３年・・・大文字山 

５年・・・・岩田山モンキーパーク 

 日本国憲法が昭和 22 年 5 月 3 日に施行され，６１年目になりました。京都市では，特にこの

５月の「憲法月間」には「日本国憲法」の大切な柱である“基本的人権の尊重”を見つめ直す機会

としています。子どもたちが家庭や学校の中で，互いに認め合い，相手の立場に立って考えられる

「温かい心・思いやりのある心」をもって行動し，過ごせるように見守っていきたいと願っていま

す。学校では，学年に応じた内容で“人権の大切さ”を学んでいます。この機会に，ご家庭でも，

「お友達と仲良くしているかな？」から始めて，話し合いをしてみてください。 


